
令和2年1月20日作成

　令和元年度　社会福祉施設に対する指導監査結果について

設置者 社会福祉法人  道心(法人番号5140005015108)

令和元年10月8日監査実施日

文書による指摘事項の有無 有

（本市監査対象外）

施設名 幼保連携型認定こども園
書写認定こども園

文書による指摘内容 改善状況

　１号認定児のみ徴収している「入園料」と「特定負担額」について、子
ども・子育て支援新制度に照らして運用に改善すべき点が認められるの
で、以下のとおり改善を図ること。
・入園料に関しては、進級時の徴収について廃止も含めて見直しを行うこ
と。入園時の徴収についても実際の使途に見合った金額であることを確認
すること。
・特定負担額に関しては、教育・保育時間終了後も園の施設を利用するこ
とがある点等に着目して設定されたとのことであるが、教育標準時間にお
ける通常の教育・保育にかかる費用を別途徴収することは制度上認められ
ていないため、徴収の廃止も含めて見直しを行うこと。

1 改善済

令和2年1月14日現在


